
 

 

 

 

 

武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本部における確認事項について 

 

令和３年１月６日に開催した第１８回武蔵村山市新型コロナウイルス感染症対策本

部において、下記の事項について確認が行われましたのでお知らせします。 

 

記 

 

○緊急事態宣言について 

  各部において必要な対応を検討し、緊急事態宣言発出後の対策本部にて決定するこ

ととした。 
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